
令和3年度第１回

豊島区介護保険集団指導
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対象事業所：訪問介護

保健福祉部 介護保険課
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人員・運営等の基準

 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基

準に関する条例（平成24年東京都条例第111号）

 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基

準に関する条例施行規則（平成24年東京都規則第141号）

 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基

準に関する条例及び東京都指定介護予防サービス等の事業の

人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行

要領（24福保高介第1882号）
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介護報酬等の基準

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成12年２月10日厚生省告示第19号）

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制

定に伴う実施上の留意事項について（平成12年３月１日老企

第36号）

 厚生労働大臣が定める基準

（平成27年３月23日厚生労働省告示第95号）
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実地指導の指摘傾向

 実地指導実施数 ※令和２年度は実施せず。

平成30年度は21事業所、令和元年度は５事業所に対し実施

 実地指導において指摘数が多かったもの（全26事業所中）
①訪問介護計画作成に係るアセスメントについて

・・・21事業所(80.7%)

②訪問介護計画に基づいたサービスの提供について

・・・18事業所(69.2%)

③サービス提供の記録について

・・・17事業所(65.3%)

訪問介護事業の実施において、次ページ以降の取扱いに注

意し、適切な事業運営をしてください。
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サービスの提供を行うにあたり①

 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

 訪問介護計画に基づくサービスの提供

（悪い例）
・居宅サービス計画（訪問介護計画）に位置付けられている
サービスの提供がない

・居宅サービス計画（訪問介護計画）に位置付けられていない
サービスの提供がある

・居宅サービス計画（訪問介護計画）と異なる曜日にサービス
を提供している 等

居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた内容

と一致するよう、サービスの提供を行ってください。

両方満たす必要が
あります。
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サービスの提供を行うにあたり②

居宅サービス計画、訪問介護計画、実際に行うサービス提

供のすべてに整合性をもたせる必要があります。

≪イメージ図≫
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サービス提供の記録①

 提供したサービスの具体的な内容等の記録

サービスを提供した際には以下の内容について記録し、利用
者の契約終了の日から2年間保存する必要があります。平成30年
度及び令和元年度には、17事業所に対して指摘を行いました。

1. サービスの提供日

2. 提供した具体的なサービスの内容

3. 利用者の心身の状況

4. その他必要な事項

（文書指摘の内訳）

・提供した具体的なサービスの内容について ・・・９件

・利用者の心身の状況について ・・・９件
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サービス提供の記録②

 サービス提供の記録に関する主な指摘

（提供した具体的なサービスの内容について）

 提供したサービスの記録自体が確認できない。

・・・８件（９事業所中）

 提供したサービスの所要時間だけが記載されている。

（利用者の心身の状況について）

 利用者の心身の状況に関する記録自体が確認できない。

・・・９件（９事業所中）

訪問介護員によって記録の内容に差異が出ないよう、事業

所として対応を検討してください。



9

訪問介護計画の作成①

訪問介護計画の作成にあたっては、アセスメントを行い、そ

の結果に基づく必要がありますが、平成30年度～令和元年度の

実地指導において、全26事業所中21事業所が文書指摘となって

います。訪問介護事業所に対し、全項目の中で最も多く指摘を

行った箇所となります。

適切な時期にアセスメントを実施したうえで、訪問介護計

画を作成するようにしてください。

 アセスメントとは

利用者の心身の状況を把握・分析し、訪問介護の提供によっ
て解決すべき問題状況を明らかにすること。

訪問介護計画の作成に先立って行う必要があります。
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訪問介護計画の作成②

訪問介護計画で位置付けるサービスの必要性が明らかにな

るよう、アセスメントの結果を記録してください。

 アセスメントに関する主な指摘

• アセスメントを実施していない。

• （アセスメント項目ごとに設けられた選択肢を選ぶに留ま

る等）アセスメントの結果の記録に具体的な記載がなく、

利用者の状況を適切に把握しているかわからない。

• 生活援助（買い物、洗濯等）を位置付けているが、アセス

メントの結果の記録に具体的な記載がなく、利用者の問題

状況に対応したサービス提供となっているかわからない。

• アセスメントの結果の記録に具体的な記載がなく、加算の

算定要件を満たしているかわからない。
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訪問介護計画の作成③

 居宅サービス計画との整合性

訪問介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成する必要が
あります。

指摘の可能性あり

 居宅サービス計画に位置付けられているサービスが、訪問介

護計画に位置付けられていない

 居宅サービス計画に位置付けられていないサービスが、訪問

介護計画には位置付けられている
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訪問介護計画の説明及び同意

 訪問介護計画の説明

訪問介護計画の作成にあたり、サービス提供責任者は訪問介
護計画の目標や内容について、利用者又はその家族に説明する
とともに、その実施状況や評価についても説明する必要があり
ます。

 訪問介護計画への同意

利用者本人の同意を得る必要があります。

訪問介護計画の実施状況や評価についても、必ず説明する

ようにしてください。
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その他

 訪問介護計画の実施状況の把握

訪問介護計画の作成後、サービス提供責任者は訪問介護計画
の実施状況の把握を行い、必要に応じて訪問介護計画の変更を
行う必要があります。

 居宅介護支援事業所との連携

居宅サービス計画を作成している居宅介護支援事業者から訪
問介護計画の提供の求めがあった際には、訪問介護計画を提供
することに協力するよう努めてください。

※強制するものではありません。
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令和3年度改正の主なポイント

▶感染症・災害への対策強化（令和5年度まで経過措置あり）

 感染症対策の強化（委員会の開催、訓練の実施等）

 業務継続に向けた取組の強化

▶介護人材の確保・介護現場の革新

 ハラスメント対策の強化（中小企業は、令和4年4月1日から義
務化）

 諸記録の保存・交付等の電磁的な対応を認めることとし、その
範囲を明確化。

※対面・文書による方式を拒むものではありません。

▶その他

 高齢者虐待防止の推進（令和5年度まで経過措置あり）
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おわりに

 令和3年度の実地指導

１１月下旬より実施を予定しております。

対象事業所には１か月前までに実施通知を発送します。
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 介護保険課（事業者指導・監査グループ）

 TEL：03-3981-1474 FAX：03-3981-6208

 Email：A0029026@city.toshima.lg.jp


